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はじめに

近年の商等教育を取り巻く環境変化のスヒ。-ドと厳しさを多くの高等教
育関係省は実感していることは間違いのない事実である。グローバル化や産
業階造の変化にともなう知繊基盤社会への対応，一方で｛１８歳人口減少に伴
う大衆化と大学での定員確保，高齢化や労働人｢I減少への備えはまさに高等
教育にとっても喫緊の課題である。
高等教育が生涯学習機関としての役割や期待を担うという議論は，決して

新しいものではない。すでに,1990年代から生涯学習や社会人の継続学習機
関として，高等教育が機能するという視点で，制度が榊築されてきた。例え
ば，昼夜開講制大学院，夜間大学院職業型大学院の議場そして専門職大学
院の段iifiなどはI高等教行機|卿が生涯学習や継続学料機能を果たすという政策
の1又映でもあった。しかし．文部科学行が提示している2009ｲﾄのOIj(FD教育
データベースと「学校基本洲査」のデータを参照すると，大学人'７者のうち
25歳以上の割合はOECD各lflの平均約20%に対し、「１本の社会人学生比率は
2％と低い割合を示しているように，２０年に渡って，様々な職業人や社会人
を対象に推進してきた改革の効果があらわれているとはいえない｡本稿では，
そうした現状を把握し，近年の高等教育と生涯学習推進のIMI係を政策動向か
ら検討する。次に，日本の社会人や成人を巡る構造的問題を検討し，今後の
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生涯学習推進の方向性を探ることを目的とする。

1.教育再生実行会議の第三次提言

2013年１月に第二次安倍政権における教育提言を行う諮問会議である「教
育再生実行会議」が発足した。2013年５月28日には，「これからの入学教育等
の在り方について」第三次提言が本会議により提出された。本提言の「はじ
めに」では，「教育再生は“個人の能力を最大限引き出し，一人一人が国家社
会の形成者として社会に貢献し責任を果たしながら自己実現を諮り，より良
い人生を生きられる手立てを提供するという教育の機能が十分果たせるよう
にする改砿です。中略｡｡。各国が高等教育を重視し規模を拡大する一方，日
本は，国際的にみて社会人入学や外国人留学生が少ないなどの影瀞もあり，
大学進学率は低く，社会人の学び直しの機会も限られています。中略｡｡。我
が国の大学を絶えざる挑戦と創造の場へと再生することは，日本が再び世界
の中で競争力を高め，輝きを取り戻す「日本再生」のための大きな柱の一つ
です」と提示され，｜到家戦略として直ちに取り組むべき方策が多項目に渡っ
て提示されている。そのひとつに，「大学等における社会人の学びII![し機能を
強化する」という項、が挙げられ、以下に記載する４つの具体的な提言が示
されている。
・大学・専門学校等は，職業上必要とされるより高度な知識等の習得や，
新たな成長産業に対応したキャリア転換に必要な知識等の習得など、産
業界や地方公共団体のニーズに対応した高度な人材や中核的な人材の
養成のためのオーダーメイド型の教育プログラムを|淵発・実施する。国
は，こうした取り組みや臓修証明制度の充実･活Ⅱlを支援する。その際
女性の活躍に資するための学び直しも支援する。
・大学・専門学校等は，産業界や社会人の学び直しニーズにマッチするよ
う，社会人教員の活用などによる先駆的な授業科目の開発，産業界との
共|司による実践的な職業教育プログラムの開発などの取り組みを進め
る。特に，同は，「理工系人材育成戦略」（仮称）に基づき，瑚工系分野
の学び直しのための環境整備を支援する。
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・社会人が学びやすい環境を整備するため，大学・専門学校等は，短期プ
ログラムの設定や通信による教育の充実,ICT等の活用を進める。企業
は，サバティカルや労働時間の弾力化等，社員の学び直しする環境づく
りを行う。
・国は，大学・専門学校等で学び直しをする者や社会人受講省の数につい
て，５年間で倍増(12万人→24万人）を目指し，支給要件の緩和など奨
学金制度の弾力的な運用，雇用保険制度の見直しによる社会人への支援
措置の実施従業員の学び直しプログラムの受講を支援する事業主への
手厚い経費助成等の支援策を講じる(1)Q
社会人の学び直しに関する具体的な項目は，従来様々な尚弊教育における

社会人の学習もしくは生涯学科振興において，かならずしも企業等雇用者側
との連携までを視野にいれて推進してこなかった側面の強化が盛り込まれて
いることが注目に値する。今後いかに具体的な施策が進捗し，一連の施策を
通じて具体的な数値目標が達成されるかを検証していかねばならない。次節
では日本の高等教育及び社会人を巡る環境の現状についてデータから検討し
てみる。

２．日本の高等教育を巡る現状

日本の高等教育，大学・短大への進学率は2011年度には56.7%であり，専
門学校への進学率21.9%を加えると79.5%となっている(2)。しかし,OECD
諸国平均と比較した場合，大学進学率の伸びは低位とも指摘されている。文
部科学省が2012年の中央教育群Ｉ溌会で提示した資料を参照すると,1990年と
2009年での大学・短大進学率を韓国、米国，日本の３か国で比較してみた場
合，韓国が37％から71%'̅,米国が45%から70%/､,日本が36%から56%̅
と進学率はアップし，一方GDPの伸びが，韓国3.1倍米II12.4倍日本が
l.6倍となっており，文部科学宵が日本の大学進学率とGDPの伸びは２国と
比べると低調であると危倶し，危機感を抱いていることが本資料にも反映さ
れている(3)。
2013年１月に中央教育審議会，生涯学習分科会が公表した『第６期中央教
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青審議会堆涯学習分科会における議論の整理』においても，急激なグローバ
ル化や技術革新に伴う産業構造の変化や労働市場の流動化にともない，個人
の職業能力を生涯のなかで，高めていくことが必至とされている。そのよう
な状況において,企業内教育･訓練を受ける機会が限られている雇用者の３割
を超えている非正規雁用者のみならず正規雁用者においても,大学院,大学，
および専修学校等での学ぶ機会の増加を含めた環境整備の必要性が提示され
たが(4)，先述したようにOECD諸国と比較した場合、日本の成人学生比率の
低さは顕著である。2005年のOECD教育のデータでは日本人の成人学生の割
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凶２大学への社会人入学者数の推移
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図３大学院への社会人入学者数の推移
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合は2.7％であったが，４年の間に0.7％ポイントも減少している(Ixllを参
照)。
図２には，入学への社会人入学者数の推移を示しているが,２()01年度（平

成13年度）に約1.8万人となったが，その後減少に転じ,2011年度（平成２３
年度）には約1.2万人となっている。通学者数に焦点を当てるとこの６年間は
2000人程度と低い数字で推移している。
図３には，大学院への社会人入学者数の推移を示しているが，大学とは異

なり，後述するように，ここ20年間における大学院改革の流れのなかで，大
学院への社会人人学者数は漸増してきたが，2009年（平成21年）からは減少
に転じている。しかし，社会人の学び直しに果たす大学院の役割は，これま
で以上に大きいと期待されることから、産業界等との連携の具体策の進捗が
不可欠であるといえる。
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表ｌには，大学・短期大学・高等専門学校の在籍者数を示しているが，在
籍者数は過去３年間増加してきたものの，2012年度（平成24年度）は減少し
ている‘》専門職学位課程学生の前年度と比較した際のl700人の減少のうち
l500人は法科大学院生であるなど法科大学院での減少率が高い。

３．大学院改革と社会人大学院生の増加

「社会人の学び直し」が大学改革実行プランや教育再生実行会議の喫緊の
課題として提示される以前から，日本においてもグローバル化や技術革新，
産業構造の変化に伴う高度な職業能力の対応策として，この20年間は高度職
業人養成という文脈のなかで，大学の果たす役割が議論され，実|際に大学改
革が推進されてきた。とりわけ，その中心となったのが，大学院改革であっ
た。本節では，そうした大学院改革と高度職業人養成政策を概観してみる
高度職業人養成のための大学院改革の流れは，１．生涯学習政策の一環とし
て行われてきたという背景，２．米叫型のプロフェッショナル・スクールを
モデルとして専門職大学院設立を目指してきたという背景の二つに分類でき
る。日本の大学院は，教育組織としてよりも研究組織として機能してきた。
大学院の重点化政策が進展し，学部を持たない独立大学院が創設されるまで
は，大学院の管理運構は，大学の学部中』L､であった，つまり，人学院の教員
は大学の学部に属していたのである‘大学院の定員規模は,きわめて小さく，
米国の大学院やプロフェッショナル・スクールに見られるような大規模大学
院は，日本には存在していなかった‘このことは，少数の大学教員や研究者
の後継者を育てることが，大学院の中心的役割であったことを示している。
したがって，量的にみても諸外国と比べると小さいことが日本の大学院の現
実であり，図１に示されているように現在でもこの量的な差は解消されてい
ない。
次に，大学院修士課程の学生の専攻を見てみると，日本の場合，過半数は

理工系の専攻で占められているのが特徴的である。2008年の学校基本調査の
統計をもとに修士課程の在学ﾉ|ﾐをみてみると，工学系の修士課程学生数は
65,277人であり修士課程在籍者数l65,423人の39.5%を占めている｡これに理
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学系8.3%(13,736人）を加えると，実に、理工系だけの学生だけで47.8%近
くを占めている。理工系以外の修士課程学生の専攻を見てみると，例えば，
人文7.8％，社会科学11.3%『農学5.5%医歯１.１%,教育6.9%となってい
る。
日本の大学院が急速に拡大し始めたのは,1980年前後のことだが，その

きっかけとなったのは,T学系修士課程への人学考数が蛸加したことによる。
今ｕでは，企業などに就職する場合でも，工'､Y:系の学生の多くは修士課程を
終えている。言い換えれば，工学系での人材養成は、学部から大学院修士課
程へと移っており，大学院が専門職養成機関として機能しているといえるだ
ろう。｜司時に，企業等で働く職業人が大学院に戻るケースもかなりあり，大
学院は，職業人の再教育機能も果たしている。しかし↑これらの分野を専攻
している学生の博士課程への1993年時点での進学率を見てみると．平均では
16.8%であるのに対し,人文分野出身は35%,社会科学で23.7%,理学33.2%,
工学9.4％，農学24.3％，保健１８.７%,教育9.8%である。このことから，既
に15年以上も前から，工学分野の大学院では，修1二課樫が一般的で，そのほ
かの分野では博士課程に進学するのが通常であることがわかる｡言い換えれ
ば，日本の大学院における工学以外の分野は，〃|究禰養成機関として機能し
ていることを示唆している”
また，諸外国の場合，大学・大学院は若者あるいはフルタイム学生のため

のものだけではない。大学や大学院には多くのパー|､タイム学生が在籍して
いる。大学院の学生､特にプロフェッショナル・スクールの学生のなかには，
一度社会に出て職業を持った経験のある者や，現職の職業人もいる。多様な
学生集間から構成されているのが海外の大学院の大きな特徴であるのに対し，
近年社会人学生が増加しているとはいえ比較的単一の学生集団から成り立っ
ているのが日本の大学院の特徴といえる。「|本の大学院の特徴として，①量
的に小さいこと，②分野的に理工学系が大半をしめていること，③学生集団
が単一的であることそして④研究者養成が主な樅能であることにまとめら
れる”
こうした||本の大学院の構造への問題提起と今後の生涯学習社会に対応
して新たな大学院像を明確に打ち出すことの必喫性を投げかけたのは、１９８６
年の臨教審の第２次容申であった．この答申では，大学院修士課程の量的規
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模の拡大と社会人学生の受け入れの推進が政策的に提唱された｡具体的には
修士課程を従来の研究者養成課程のみならず「高度専門職の養成と研修の場
として整備・拡充を図る」という政策が打ち出され，大学院修上課程の弾力
化などの榊置が提唱されていた．
臨教審の答申に引き続いて，その後の大学審の韓申では4ﾐ派学習体系化に

向けての様々な大学院施策が打ち出されてきた。l988年の「大学院制度の弾
力化について」では，社会人が大学院修士課程に就学しやすい制度環境の整
備を目的として，教育課程の弾力化方針が全面的に打ち出されている。修士
課程において，夜間および特定の時間において授業または研究指導を行うこ
とができるという教育方法の特例が２年間にわたって実施されることとされ
たのがこの答申であった。さらに，高度専門職業人を養成が主たるll的であ
る修士課程では，修士論文免除の特例も認められるとされるなどの思い切っ
た弾力化が実現された。これら一連の答申等によって整備された制度や教育
課程には，社会人特別選抜入試昼夜開講制大学院と夜間大学院大学院に
おける入学資格，修業年限の弾力化科目等履修制度があるが，ここまでの
政策は生涯学習社会への基盤制度という点に重点が置かれていたとみること
ができる
1991年の大学審答申「大学院の量的整備について」では、大学院進学機会

の拡人が意図され，2000年までに大学院生を２倍に増加させるという量的拡
大の方針が打ち出された｡1998ｲﾄの大学審議会答申「21世紀の大学像と今後
の改革方策について」では，大学の個性化が強調され，大学の管理運営の効
率化や，競争原理や評価という概念が初めて大学に取り入れられたことが話
題になったが，大学院についても「高度化・多様化」が調われている。この
巻申では大学院には３つの機能，すなわち①学術研究のI冑i度化と研究者の養
成，②高度専門職業人の養成・社会人の再教育，③教育研究を通じた国際貢
献があるとされ，第②の機能を充実させるために，新たにロースクールやビ
ジネススクールなどの「専門大学院」と呼ばれる大学院修士課程の設置が認
められた。いずれにしても，堆涯学習社会の移行と高度職業人育成を指針と
した政策的背景、および大学の少子化への対策としての新たな成人学習者
マーケットの拡大への要請が合致することで，着実に職業人のための大学院
は拡大してきたわけである”さらに,2002年８月には中央審議会答申が，專
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門大学院をより欧米のプロフェッショナル・スクールに近い形での「専門職
大学院」の創設構想を発表した。これにより，2003年からの法科大学院と専
門職大学院に代表されるプロフェッショナル・スクールが制度化される基盤
が整備された。制度化をきっかけとして長年既存の研究者養成を目的とした
研究科の枠組みのなかで，職業人教育を実施してきたことから生じていた齪
酷が整理され，高度職業人養成といった目的と目標が明確になった(5)。実際
に2009年の｢学校基本調査｣には、専門職学位課程の学生数は２万３千人で，
うち９千人（39.3％）が社会人となっているなど、専門職学位課程への入学
者および社会人入学者の増加は確実であったが．その後，法科大学院修了者
の司法試験合格率が2008年には．４０．２％であったが”年々低下し,2012年に
は25.1％になるなど低迷している(6)。こうした合格率の低下は、法科大学院
の人学定員充足率にも影響を及ぼし，学生募集を停止する法科大学院も出現
するようになった。2012年度では，法科大学院73校のうち定員を充足してい
る大学院はlO校であった。2013年では、法科大学院のなかで学生募集を停止
する大学が新たに３校増え，定員を充足している大学院は,７２校のうち，５校
のみとなっている。平均人学定員充足率は,2012年度,0.7,2013年では,0.63
となっている(7)。定員の未充足状況が，結果として定員を削減する法科大学
院の数のl料"llへとつながっている。こうした法科大学院の現状が,2008年度
以降の社会人大学院生数の減少にも影郷をヴ.えているものと推察されよう。
一方，専修学校での社会人の受け入れ状況については，2007年度以降は増
加している｡特に專｢II1課程の増加が顕著となっており,2011年の私立専門学
校における社会人受け入れ数は約６万’千人、職業計||練等での参加者数を含
めると総数で約lO万８千人が私立専修学校で学ぶなど，社会人の学び直し機
能を担いつつあることが見て取れる(8)。

４．リカレント・モデルとしての米国の高等教育

一連の大学院改革と並行して実施されてきた専門職大学院の登場と高度
職業人養成施策の基盤とされた概念は,OECD教育革新センター研究報告『リ
カレント教育一生涯学習のための戦略』(1973年）で提示されたリカレント．
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モデルとみなされる．生田周二は，本報告において，従来の「教育→職場」
という単線的なフロンl､。エンド・モデルに代わり，「教育一職場」という循
環的なリカレント・モデルが提唱されたとみなしている(9)。すなわち，それ
までの「社会政策」としての理念に「人材養成政策」としてリカレント型大
学開放という要素が加わったことになるという点で，大学が人材養成や高度
職業人養成に積極的に関わるという路線が明確になった。欧米においては高
等教育機関にしめる25歳以上の成人学生数がOECD平均で21.1%となってい
ることが，リカレント・モデルの定着の証左であろう。
諸外国のケースを検討してみると，例えば米国においては，プロフェッ
ショナル・スクールとコミュニティ・カレッジがリカレント・モデルの代表
的な存在である。プロフェッショナル・スクールとは，米国で制度化されて
いる医学系法律系経営系神学系，教育系，福祉系，公共政策系看護
系等の専門職を育成する大学院レベルの教育機関のことである。こうした機
関においては，法律，医学，企業等の経営者，教師，学校経営者、政策立案
省，ケースワーカーなどの実務家を養成する専門職教育が実施されている。
米国のプロフェッショナル・スクールの大多数は学-t!洲狸を持たない独立大
学院として存在している”
プロフェッショナル・スクール修了後の学位は、プロフェッショナル・ス
クールで学んだ成果を示すことを意図して,MBA(MasterofBusiness
Administration),JD.(JurisDoCIor),ME.d(MasterofEducation)など，通常
の研究型大学院を修「した際に授与される学位の名称とは異なっている。プ
ロフェッショナル・スクールが授与する学位は，実際に，専門職として通用
する学位として，産業界や専門職団体からの評価が確立している。高等教育
機関全体と専門教育課程に対して別々に実施される米国のアクレデイテー
ションは，商等教育機関と磯関に設けられている専l''l職撫!I!の質，および機
能が，ある機関あるいは専門職団体の掲げる基準水準を充たしていると評
価されるものとして，公的に認定されることを意味している('０)。プロフェッ
ショナル・スクールや専門職課程に対して実施される専|''lアクレデイテー
ションは，建築や法律，医学等を代表する全国的な専IIIl職協会によって実施
されている。各専門職業を代表する専門職団体の目的，使命等は，専門職業
の多様性という点から鑑みると，求められる資格，アクレディテーションの
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基準，同標などにおいても多様であることは当然だが，教育課程を通じて学
生が専門職へ参入できるだけの水準に達したかどうかを審査することもアク
レディテーションの一過程であると認識されており，それゆえ認定された教
育機関での専門職課程を修了した学生は専門職への参入の第一条件を突破し
たと通常みなされる(i')。結果として，受け入れ先としての産業界・専門職の
業界も，プロフェッショナル・スクールを修了した学生は，専門職としての
スターI､ラインに立つだけの資格を備えていると判断のうえで受け入れられ，
かつリカレン|､として成人学生がプロフェッショナル・スクールに在学し，
専門職学位を修得した場合にも，年齢に限らず，専門職としての条件を満た
していると判断されることになる。図４には，プロフェッショナル・スクー
ルと諸アクターの関係性を示しているが，高等教育，専門職団体，受け入れ
先としての産業界等の連携関係が確立していることによって，リカレントも
しくは人材養成機能が意味を持つ。

連攪

産業界･和引” 業 界 等学生

. 、 ／写

／る琴よとにン酢萢職一一ｑＪｆ群宗、 アクレディテーションと

、 、、／/／
プロフェッショナル･スクール

図４米国におけるプロフェッショナル・スクールと諸アクターの関係

かつてから指摘されていた「社会人学生に対･する社会的評価の欠如｣，
「ジョブマーケット拡大の不確実性」といった出口に関する問題は現在でも
依然として大きな確として前面に立ちはだかっていることを鑑みると，日本
においては，大学院改蛸として進捗してきた専門職の養成，もしくはリカレ
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ン卜型の人材養成機能としての専門職大学院や商度職業人型大学院と受け入
れ先としての産業界や専門職業界そしてその中核であるアクレディテーショ
ン団体との連携が図４のように機能してこなかったことは否定できない。
専|』１職やII'１度職業人を養成する機能を持つプロフェッショナル・スクール
とは異なるが，米国のコミュニテイ・カレッジが生涯学料あるいは成人の職
業教育や地域コミュニティとの連携のなかで成人の教育機能に果たす役割は
大きい。2013年のデータを参照すると，コミュニティ・カレッジはll32校存
在し，そのうち公立機関が986校，私立機関がll5校，その他が31校である。
学生の平均年齢は28歳であり,21歳以下が39%,22-39歳が45%,40歳以上
が15%,女性の比率は57%である('2)。コミュニティ．カレッジは，リテラシー
（識字）の向上を主眼とした成人教育や周辺住民へ継続・生涯学習，職業教
育を提供しつつ，一方では教育を通じての社会移動(socialmobility)を可能
にするべく･1年制高等教育機関への転学・編入を前提とした大学前期教育を
施している【，災|際に，単位取得を目指して学ぶ学生の比率は62％であり，そ
の多くは'1年lliＩ大学への転学・編入を｢1桁していると推察されるが，一方で
はl職業教育プログラムなど単位修得を必ずしもＨ指していない職業教育プロ
グラムへの撒録省.も38％に上っている”
米国では，高度な専門職の養成は主にプロフェッショナル・スクールで実
施されているように、職業の定義に応じて高等教育機関・中等後教育機関が
それぞれ職業教育機能を果たしていることが特徴的である｡その中で,コミュ
ニティ・カレッジの職業教育課程は，中堅技能職を養成するための職業教育
科目から構成されている．全米での初職の看護師の59％はコミュニティ・カ
レッジでのプログラム履修者であり，他の多くの健康関連サービス産業従事
者の大多数もコミュニティ・カレッジのプログラムを修ｒしている，消防士
の80％がコミュニティ・カレヅジのプログラム修ｒ者であり，警官の多くも
コミュニティ・カレッジでの職業プログラムを履修したものが多い(13)(J
Ｈ本の知期大学をコミュニティ・カレッジ的機能を果たす機関へと変容さ

せるという議論も提示されているが(ll),市等の地方単位での行政が管轄して
いる米陸|のコミュニティ・カレッジと学校法人が設世し，連'断している日本
の多くの私立短期大学とは設i茂形態が異なっており，役削や機能，学岱など
をlii純に比較することには無理がある。しかし，女子を対象とした短期高等
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教育機関としての機能を果たしてきた短期大学は，現在では資格取得および
職業教育に焦点を当てたプログラムが主流になりつつある。｜司時に，専修学
校なども米国のコミュニティ・カレッジ|司様の職業教育プログラムを中心に
構成されている｡プログラム｝竜での類似点を鑑みると，日本の短期大学や専
修学校が米国のコミュニティ・カレッジのように生涯を通じての職業教育プ
ログラムを提供する生涯学習機関あるいは中等後教育機関として機能する可
能性も否定できない。

５．大学改革実行プランと2012年中教審答申

教育再生実行会議の提言に先立つ2012年６月に文部科学省が公表した『大
学改革実行プラン」においては，急激な少子高齢化の進行，人口減少，生産
年齢人I1減少，経済規模の縮小，財政状況の悪化，グローバル化によるボー
ダレス化，新興国の台頭による国際競争の激化，産業構造，就業構造の変化
等々の重たい課題に直面している日本の現状を把握したうえで，社会の変革
のエンジンとしての大学づくりが喫緊の課題として取り上げられている。
プランの中で我が国が目指すべき社会像のひとつとして，生涯学習の一層

の拡大と人材の流動性が高まる社会が挙げられ，求められる人材像．めざす
べき新しい大学像として,①生涯学び続け,主体的に考え,行動できる人材，
グローバル社会で活躍する人材，②イノベーションを創出する人材，③異な
る言語，世代，立場を超えてコミュニケーションできる人材が提示されてい
る。大学像としては，①学生がしっかり学び，自らの人生と社会の未来を主
体的に切り拓く能力を培う大学，②グローバル化の中で世界的な存在感を発
揮する大学，③世界的な研究成果やイノベーションを創出する大学，④地域
再生の核となる大学，⑤生涯学習の拠点となる大学，⑥社会の知的基盤とし
ての役割を果たす大学が明示されている。
これまで暖昧なまま推移してきた「高等教育の機能別分化」が本プランを

通じて、明確になったと受け止められると同時に，生涯学び続け，主体的に
考え，行動できる人材を大学での教育を通じて養成するというメッセージが
打ち|-||されたとも見てとれる，このメッセージは2012年の『中教審答申』に
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も受け継がれている。
2012年の中教審答申『新たな未来を築くための学士課程教育の質的転換に
向けて～生涯学び続け,主体的に考える力を育成する大学へ～』においては．
グローバル化や少子高齢化等の社会の急激な変化が，社会の活力の低下，経
済状況の厳しさの拡大、産業構造の変化など様々な形で日本社会に大きな影
響を与えていることを前提とし，現在は社会および個人にとって将来の予測
が困難な時代と位置づけられている。予測困難な時代に立ち向かい，時代を
生き抜く力を学生が確実に身に付けるための大学教育改革が,「生涯学び続け．
主体的に考える力」を学生に成果として身に付けさせ，結果として日本の未
来を確l,'ilたるものにするための礎であり，そのために，学-|課腿教育の質的
転換をすすめることが不可欠であるとの共通認識が本答申の基底にある。
本中教審答申につながる最近の教育改革の原点は,2008年『学士課程答申』
に遡ることができる｡2008年答申に至るまでの過程を振り返ると,2007年７月
に大学設置基準が改正され,｢l.大学は，学生に対して，授業の方法及び内
容並びに一年間の授業の計l由iをあらかじめ明示するものとする。２.大学は，
学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当っては，客観性及び厳格性を確保
するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準
にしたがって適切に行うものとする｡」旨記載され,授業計画と成績評価基準
の明示が，設潰基準レベルで義務化された“この過程を経て，2008年に『学
士課程韓申』が提示され，それまでの高等教育の審議の結実として，学士課
程教育の構築が日本の将来にとって喫緊の課題という認識が示された。その
問題意識として最初に，「グローバルな知識基盤社会学習社会において、我
が国の学士課程教育は，未来の社会を支え、より良いものとする「21世紀型
市民」を幅広く育成するという公共的な使命を果たし，社会からの信頼に応
えていく必要がある｡」ことが明記された。
学習については学生の幅広い学び等を保証し,｢21世紀型市民」に相応し
い「学習成果」の達成が強く求められている。すなわち、「｢21世紀型市民」
に相応しい資質・能力を育成する上で，（中略）その際幅広い学び等は，一
般教育や共通教育、専門教育といった科目区分の如何によらず，学生の自主
的活動や学生文援活動をも含め，それらを統合する理念として学士課程の教
育活動全体を通じて追求されるべきものである。（中略）当該大学の人材養成
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のＨ的等に即して，いかにすれば，専攻分野の学習を通して，学生が「学習
成果」を痩得できるかという観点に立って，教育課程の体系化・榊造化に向
けた取り紺みを進めていくことが課題となる。このためには，各'､１４部，各学
科等の分野に即した「学習成果」に関し，各大学において学生が到達すべき
目標を示し，それらを通じて質を保証していく取り組みを進めつつ，学士課
程全体を通じた「学習成果｣，目標を明確化するよう努力する必要がある」と
明記され，学習成果を示すことが質の保証の具体策として位置づけられ，具
体的に，各専攻分野を通じて培う「学士力」の参考指針として,１.知識・
理解，２．汎用的技能，３．態度・志向性４．統合的な学習経験が挙げら
れた。１.知識･理解では,(l)として多文化・異文化に関する知織の理解，
（２）人類の文化，社会と自然に関する知識の理解が提示され，２．汎用的
技能では，（｜）コミュニケーション・スキル，（２）数量的スキル，（３）情
報リテラシー，（４）論理的思考力，（５）問題解決力が挙げられ，３．態度・
志向性では,(１)自己管理ﾉJ , (２)チームワーク，リーダーシップ,(３)
倫蝿観，（４）市民としての社会的責任，（５）生涯学習力が提示された(15)。
至ll達目標や獲得すべき「ラーニング・アウトカム（学習成果)」を示すこ
とが質保証の具体策として位置づけられたのもこれまでにないことであった
が,２１世紀の知識基盤社会にむけての人材の養成という目標に向けて学士課
程教育を充実し、具体的な成果が求められているのは日本だけの現象ではな
く，ほとんどの先進諸国および開発国の高等教育政策の共通性であり，教養
教育や一般教育も、こうした政策方向性のもとに現在構築されているのが，
世界の動向である。
EUにおいても，ボローニャプロセスによる高等教育改革や継続職業教育
と結びついた生涯学習戦略が打ち出されている('6)。生涯学習戦略とは，「世
界で最も競争力のあるダイナミックな知識基盤社会の実現｣，「雇用の促進と
より強い社会的連帯の確保」を目指し、キーコンピテンシーや職業能力（エ
ンプロイヤビリティ）を学修成果として身につけることを保証することであ
り，その戦略が同等教育改革と結びついている(17)o
米Iklの商等教育機関や他のOECI)"|玉|における成人学′|ｉの比率ならびに
EUのﾉ|拙'､j』科戦ll1各と高等教育改111S:の結びつきを管見する限り、学｜課程教
育自体がターミナルな目標としてみるものではなく，生涯を通じての職業能
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ﾉﾉの育成や学習する力の基盤として位置づけられていると,'４われるが，日本
の2012年中教審答申においても，学士課程教育は、「生ｊ|学び続け,1萬体的に
考える力」の基盤であるという位置づけがなされたことから，学士課程教育
はﾉ|擁を通じての学習の基稚という概念として共有されていくであろう。次
節では,II本の高等教育が生涯を通じての職業能力の育成や学習するﾉﾉの基
盤になるために，解決すべき構造的問題は何か，そして解決を目指す方向は
何かについて検討する。

６．構造的問題と改革の方向性

｜｣本の学士力やEUでのキーコンヒ。テンシーなどに代表されるように学習
成果の評価が知識基盤社会での生涯を通じての学ぶ力や峨業能力を醸成して
いく上では不可欠となる。しかし，現在の日本においては，商漂教育段階や
中等後教育段階を通じて，生涯を通じて継続して学習活動と職業生活を営み
ながら，職業に必要な能力を習得し，向上し，そうした機会を通じて得たス
キルや能力を適切に評価する仕組みが残念ながら存在していない。現在，世
界で進捗している枠組みのひとつがクォリフィケーションズ・フレームワー
ク(QF)である。舘昭は,OECDの定義をもとに，クオリフイケーションズ．
フレームワークとは「学習の達成レベルに応じた一式の基準にしたがった，
クォリフィケーション開発と分類のための道具｣('8)と説明している。「すべて
のQFは，国内および国際的に，資格の質，接近性，連携及び労働市場での
認定の改善の基礎を確立する」(19)とあるように，学習成果を明示することに
より，ノt涯を通じて．分野の変更や新たな能力を身につけるための学習の進
鵬を促し，労働市場での評価へと結びつけるための質の保証という枠組みで
もある。オーストラリアがフロントランナーとして,オーストラリアAQF(豪
州資格枠組み）を進捗させてきたが，韓国もKQF(韓阿資格枠ﾎllみ）を構築
している"EUでは,2008年に職業教育を包摂した生派学押ヨーロッパQFが
作成されている。オーストラリア，韓国,EUのQFは．様々な職業分野にお
いて複数段階の評価基準を整備し、学校段階との対応関係を明らかにするよ
うな能力評価制度であり，高等教育機関までがQFの枠組みに包摂されてい
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る。
舘が「日本においては，学位全体そして職業訂'|練までも含んだ生涯学習の
視点からの，あらゆる公的なクォリフィケーションの基準を学習成果の形で
示した全体構想図というにはほど遠い議論である」(20)と指摘しているように，
学士課程段階での学習成果がようやく議論されるようになったが、より大き
な枠組みであるQFという概念の議論は未だに開始されていない。早急に生
涯学習や職業教育そして高等教育・中等後教育を視野にいれた新たな学習・
評価システムの開発が求められる。
高等教育の機能別分化の芽なるものが,2011年の「大学改革実行プラン」
において提示されたことについては先述したが、2013年からは実際にそうし
た機能別分化が進捗しつつある。国立大学のミッションの再定義も施策のひ
とつであるが、国公私立全体を包含した「地(知）の拠点整備事業（大学COC
事業)」が2013年度から開始された。本事業の目標は，学長のリーダーシップ
の下で大学のガバナンス改革を推進することと各大学の強みを活かした大学
の機能別分化を推進することを通じてⅧ大学全体として地域を志|向lした教
育・研究・社会貢献を進める大学を支援し，地域の再生・活性化の核となる
大学等を形成することにある。事業の条件としては，①地域のニーズと大学
の資源のマッチング等により，地域と大学が必要と考える取り組み，例えば
高齢者・社会人学び直し，地域課題解決の研究実施，研究成果還元，地域が
求める人材の奇成等を全学的に実施している。②地域を志向した大学である
ことを明確に宣言し、大学のガバナンスの改革を実施し，地域の声を受け止
める体制を整備していること，③大学と自治体が組織的・実質的に協力して
いることが条件となっている。COCとはCenterofCommunityの略語である
が，地域コミュニティの拠点となることを大学が宣言し，実質的に地域の課
題に自治体と連携しながら応えていくことが期待されている。本事業を通じ
て,COCであることを大学が明示しⅧ同時に自治体も協力することでCOC
を認知するという仕組みとなっている。2013年の単独での申請数は299,採択
数は48,共同での申請数は20,採択数は４という結果であった。
大学の機能別分化については過去の中教審答申でも触れられてきたが，施
策として'だ質化しては来なかったことは周知の半実である。〔､()()!II業を通じ
て,地域の拠点となる大学という機能が確認されることになる｡換言すれば，
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高等教育の機能別分化に向けての基盤が構築されたといえるだろう。地域の
拠点となる大学には，地域の人材育成，生涯学習振興そして地域の社会人
の学び直しといった課題に自治体との連携により取り組むことを通じて米国
のコミュニティ・カレッジのような役割を果たすことも期待できる。長期的
に，地域の産業界をも包含した大学，自治体産業界との連携が進捗し，地
域の社会人をも含めた学び直しや人材育成といった課題への具体的な効果へ
とつながるとするならば，教育再生会議の第三次提言に挙げられている数値
目標の達成への期待も高まるであろう。

おわりに

社会政策としての機能のみならず知識基盤社会におけるリカレント教育
機能を充実することが，日本の高等教育に期待される生涯学習振興ともいえ
よう。近年，大学院改革の一環として社会人を対象とした専門職や高度職業
人育成機能を目指した制度改革も実施されてきた。現在は，大学院という文
脈のみならず学士課程段階も含め，かつ社会人および若年層も含めて知識基
盤社会で必要とされる高度な職業能ﾉJを身につけるべく生涯を通じて主体的
に学ぶ力の育成が高等教育機|肘に求められている。｜司時に，大学や大学院あ
るいは中等後教育機関において複線的かつリカレントとして学んだ成果を評
価する枠組み，クォリフィケーションズ・フレームワークの榊築が喫緊の課
題でもある。グローバル化社会においては,多くの国々が同様の基準で学位，
あるいは職業能力，キーコンピテンシー等を評価する仕組みであり，国境を
越えても「学習の成果」を正当に等価という概念に基づいて評価できる枠組
みがクォリフィケーションズ・フレームワークである。QFの構築にむけて
の議論と早急な実施が求められる。
少子・高齢化知識基盤社会がかつてないスピードで進む現在，高等教育

機関が若年省のためのものだけではなく，社会人や成人のための機関である
ことの意味を大学関係者，政策立案者，イ|会が共有し，連桃していかねばな
らない。
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